
注意事項             《R8.3.25 版》高松市個別予防接種（子ども） 
 
１ 予診票のサイン欄について  

・被接種者が １６歳未満 の場合 

原則、親権者（通常、父または母）のサインが必要です。 
親権者以外の同伴者（祖父母等）のサインのみでは受付できません。 
※ 児童福祉施設の入所者の場合は、施設⾧のサインでも受付できます。  

・被接種者が １６歳以上 の場合 

原則、本人のサインが必要です。 
保護者等のサインでは受付できません。  
※ 古い予診票で表記が異なることがありますが、必ず本人のサインを記入してください。 
《古い予診票の例》 

 
 
 
 
 
 
 

２ 親権者が同伴できない場合の代理人について 
・原則、代理人は１８歳以上の方としてください。 
・被接種者との続柄は問いません。（親族以外でも可） 
・接種前に、予診票に親権者（被接種者が１６歳以上の場合は本人）のサインがあるのを必ず

確認してください。 
 

３ 住民登録の確認について 
接種日時点で高松市に住民登録がない方の接種費用は、高松市ではお支払いできません。 
高松市に住民登録があるか、必ず確認してください。 
※ 特に子宮頸がんキャッチアップ接種で、市外に転出された方に接種される例が多くなっ

ておりますので、御注意ください。  

（裏面へ続く） 
 

１６歳以上は一律本人のサインが必要 

サイン欄が正しく記入されていない場合、返送します。サインの書き直しが必要になり
ます。必ず確認してから提出してください。 

※重要※ 必ずお読みください 



４ ワクチン種類の選択欄について（小児用肺炎球菌） 
ワクチン種類の選択欄に記入されているワクチンの種類と、実際に接種しようとしているワ

クチンが一致しているか、接種前に確認してください。  
《小児用肺炎球菌ワクチンの選択欄》 

 
 

※ 被接種者（保護者）が意思表示のつもりで記入していたにもかかわらず、異なる種類のワ
クチンを接種してしまった事例がありました。 

 

５ 予診票の同意の確認方法について 
令和７年度発行の予診票から、「サイン欄の記入をもって同意を確認する」よう改めました。  
《現行様式:主に令和７年度以降に発行》 

 
 
《過去様式:主に令和６年度以前に発行》 

 
※ 令和７年度以降も、従来様式の予診票を使用して接種する場合は「同意の○」が必要で

す。 
 
６ 令和 7 年度分の実施報告書・予診票の提出期限について 
 

（表面からの続き） 

ワクチンの種類 
合っているか確認 

令和 7 年度接種分の最終提出日:令和 8 年４月１０日（金）（必着） 
※ 期限を過ぎた場合、費用の支払いができないことがありますので、御注意ください。 

  

（別途同意について記入不要） 

「同意する」に○が必要 


